
■ 

は
じ
め
に

　
昨
年
八
月
十
日
に
成
立
、
八
月
二
十
二
日

に
施
行
さ
れ
た
「
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進

法（
以
下「
推
進
法
」と
言
い
ま
す
。）」に
は
、

社
会
保
障
制
度
改
革
に
関
す
る
基
本
的
な
考

え
方
、
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
（
以

下
「
国
民
会
議
」
と
言
い
ま
す
。）
の
設
置
、

そ
し
て
国
民
会
議
の
審
議
の
結
果
等
を
踏
ま

え
て
、
社
会
保
障
制
度
改
革
に
必
要
な
法
制

上
の
措
置
を
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
講

ず
る
と
い
う
政
府
の
責
務
が
規
定
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
実
際
に
は
、
八
月
は
国
会
が
休
会

中
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
法
制
上
の
措
置
の

期
限
で
あ
る
八
月
二
十
一
日
に
「
社
会
保
障

制
度
改
革
推
進
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く

「
法
制
上
の
措
置
の
骨
子
に
つ
い
て
」
を
閣

議
決
定
し
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の
全
体
像

及
び
進
め
方
を
明
ら
か
に
す
る
法
律
案
を
速

や
か
に
策
定
し
、
次
期
国
会
冒
頭
に
提
出
す

る
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
十
月
十
五
日
、

政
府
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の
全
体
像
や

進
め
方
を
明
示
し
た
「
持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進

に
関
す
る
法
律
案
」（
以
下
「
プ
ロ
グ
ラ
ム

法
案
」
と
言
い
ま
す
。）
を
閣
議
決
定
し
、

同
日
衆
議
院
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
医
療
と
介
護
に
つ
い
て
は
、
提
供
体
制
と

保
険
給
付
の
両
面
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
今
回
は
そ
の
提
供
体
制
に
関
す
る
部
分

に
つ
い
て
、
自
分
な
り
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案

の
概
略
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

■ 

プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
の
概
要

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
は
、
第
一
章
の
総
則
か

ら
第
四
章
の
雑
則
ま
で
の
四
章
で
構
成
さ

れ
、
第
二
章
が
講
ず
べ
き
社
会
保
障
制
度
改

革
の
措
置
等
、
第
三
章
は
制
度
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部

及
び
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
会
議
に
つ
い

て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
改
革
の
内
容
部
分
で
あ
る
第
二
章
は
、
条

文
で
い
う
と
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
で
、

第
二
条
は
自
助
・
自
立
の
た
め
の
環
境
整
備

等
、
第
三
条
が
少
子
化
対
策
、
第
四
条
が
医

療
制
度
、
第
五
条
が
介
護
保
険
制
度
、
第
六

条
が
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。
医
療
と
介
護
に
関
す
る
部
分
な
の

で
、
今
回
は
第
四
条
と
第
五
条
の
該
当
部
分

を
中
心
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
条
文
と
言

い
な
が
ら
、
第
四
条
と
第
五
条
だ
け
で
四
千

字
を
超
え
る
量
が
あ
り
ま
す
。

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
は
、
推
進
法
第
四
条
に

基
づ
き
提
出
さ
れ
た
法
案
で
す
か
ら
、
当
然

同
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
通
り
「
国
民
会
議

の
審
議
結
果
等
を
踏
ま
え
」
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
国
民
会
議
は
推
進
法
に
基
づ
く
会
議

で
し
た
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
法

案
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
内
容
は
、
推
進
法

の
基
本
的
な
考
え
方
や
国
民
会
議
で
の
議
論

に
沿
っ
た
内
容
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　
推
進
法
で
は
、
第
二
条
に
、
基
本
的
な
考

え
方
と
し
て
一
、
自
助
・
共
助
・
公
助
の
最

適
な
組
合
せ
に
よ
る
自
立
生
活
実
現
の
支

援
、
二
、
負
担
者
の
立
場
に
立
っ
た
負
担
増

大
の
抑
制
の
た
め
に
、
機
能
の
充
実
と
重
点

化
・
効
率
化
に
よ
る
持
続
可
能
な
制
度
の
実

現
、
三
、
年
金
・
医
療
・
介
護
の
社
会
保
険

制
度
の
維
持
、
四
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
公
平

な
負
担
の
観
点
か
ら
の
消
費
税
の
充
当
、
が

規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
国
民

会
議
の
報
告
書
の
総
論
に
も
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

■ 

国
民
会
議
報
告
書
の

　
　
　
　
　
　 

キ
ー
ワ
ー
ド
と
考
察

　
国
民
会
議
の
報
告
書
の
中
に
キ
ー
ワ
ー
ド

は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
以
下
の
言

葉
に
注
目
し
ま
し
た
。

　
先
ず
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
き
て
今
回
の

報
告
書
で
も
強
調
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
、①

一
般
演
題
（
口
演
）
募
集

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

理事会報告（11月）
　東京都福祉保健局より、「区市町村における災害用の医
療資機材等の備蓄リスト（案）」が示されたましたが、各
資機材の備蓄数量等は経験値として妥当としていますが
本案をたたき台として、地域の事情を加味しながら、該当
する区市町村と打ち合わせをして検証して下さい。
　平成25年度新型インフルエンザ対策講習会が12月11
日（水）、12月12日（木）に「府中グリーンプラザ本館」「フ
クラシア東京ステーション」を会場にいずれも午後7時か
ら開催されます。本講習会は新型インフルエンザ等対策
特別措置法の施行により、総務省をはじめとする各省の
横断的な関わりもあって、多少制度の変更もありますので、
制度の確認の意味も含めて積極的なご参加をおすすめし
ます。
　河北会長より、日本医療機能評価機構は ISQua（医療
の質　国際学会）による「第三者評価のための組織認証」
及び「当該団体が第三者評価に使用している評価項目を
評価する項目認証」の認定を受けたとの報告がありました。
　東京労働局より依頼のあった、「医療従事者の離職防止・
勤務環境向上を図るための研修会」の共催が承認されま
した。
　正会員として東京蒲田病院（大田区）が承認されました。

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
　
共
済
部
長
　
土
屋
　
敬
三
氏

「
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の

推
進
に
関
す
る
法
律
案(

プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案)

」
の
骨
子
判
明

〜
医
療
、
介
護
に
関
す
る
内
容
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
〜

　
い
ま
日
本
が
直
面
し
て
い
る
大
問
題
、
そ
の
一
つ
が
社
会
保
障
で
す
。

　
高
齢
者
が
増
え
て
働
く
人
た
ち
が
減
り
、
雇
用
の
あ
り
方
も
変
わ
る
中
で
、
社
会
保
障

は
毎
年
一
兆
円
ず
つ
増
え
て
い
ま
す
。
利
用
者
の
負
担
の
部
分
な
ど
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
、

社
会
保
障
制
度
そ
の
も
の
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
心
配
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
と
は
、
そ
う
し
た
国
民
の
暮
ら
し
に
直
接
か

か
わ
る
「
医
療
」「
介
護
」「
少
子
化
対
策
」「
年
金
」
の
四
つ
の
分
野
で
「
改
革
を
進
め
る

た
め
の
法
律
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
ど
ん
な
法
案
な
の
か
「
医
療
」
と
「
介
護
」
に
限
っ

て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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「
機
能
分
化
」
と
②「
地
域
包
括
ケ
ア
」
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、③「
新
た
な
住
ま
い
」
と
い

う
言
葉
も
、
自
宅
で
も
施
設
で
も
な
い
生
活

の
場
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
住
宅
の

意
味
で
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
回

の
報
告
書
で
は
、
も
う
少
し
大
規
模
な
「
コ

ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ

て
議
論
さ
れ
た
経
緯
も
あ
り
、
医
療
法
人
、

社
会
福
祉
法
人
の
在
り
方
と
並
ん
で
議
論
が

進
む
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、「
か

か
り
つ
け
医
」
と
い
う
言
葉
も
以
前
か
ら
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
そ
れ
に
付
加
さ

れ
た
「
緩
や
か
な
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
機
能
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
④
と
し
ま
す
。
新
た
な
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
は
、⑤「
デ
ー
タ
に
よ
る
制
御

機
構
（
利
活
用
）」
を
、
次
に
⑥「
新
た
な
財

政
支
援
の
手
法
」
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。⑥
の

「
新
た
な…

」
と
い
う
の
は
、
診
療
報
酬
・

介
護
報
酬
と
は
別
の
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、

⑦「
新
型
医
療
法
人
」
を
挙
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。
た
だ
し
「
新
型
医
療
法
人
」
と
い
う

言
葉
は
国
民
会
議
の
議
論
で
は
用
い
ら
れ
ま

し
た
が
、
報
告
書
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
で

は
「
医
療
法
人
制
度
の
見
直
し
」
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
頭
に
置

き
つ
つ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
の
第
四
条
を
読

ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　
第
四
条
の
第
一
項
は
国
民
皆
保
険
の
維
持

を
、
第
二
項
は
個
人
の
主
体
的
な
健
康
の
維

持
増
進
へ
の
取
り
組
み
奨
励
を
規
定
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
基
本
的
な
考
え
方
の
三
番

と
一
番
に
関
す
る
条
項
で
す
。
こ
れ
ら
は
改

革
を
進
め
る
上
で
の
基
本
的
な
考
え
方
・
姿

勢
の
表
明
で
す
の
で
、
こ
の
条
文
に
基
づ
く

具
体
的
な
制
度
の
見
直
し
は
無
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
第
四
条
の
第
三
項
は
、
要
約
す
る
と
、
保

健
事
業
等
の
推
進
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
及

び
外
来
受
診
の
適
正
化
の
促
進
の
た
め
に
情

報
通
信
技
術
、
診
療
報
酬
請
求
書
等
を
活
用

す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
⑤

「
デ
ー
タ
に
よ
る
制
御
機
構
（
利
活
用
）」
の

一
つ
の
形
と
し
て
、
患
者
ご
と
の
診
療
情
報

（
治
療
内
容
や
効
果
）
を
、
学
会
等
が
中
心

と
な
っ
て
収
集
、
分
析
し
、
情
報
発
信
に
つ

い
て
取
り
組
む
こ
と
が
議
論
さ
れ
ま
し
た
。

慢
性
疾
患
が
増
加
す
る
と
、
健
診
、
予
防
医

療
、
予
防
接
種
も
重
要
で
す
が
、
そ
れ
ら
が

本
当
に
有
効
か
ど
う
か
を
、
レ
セ
プ
ト
情
報

等
を
集
め
て
作
成
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
分

析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
策
定
し
て
医
療
現
場
に
情
報
を
発
信

し
、
我
が
国
の
医
療
の
質
の
向
上
、
患
者
の

健
康
増
進
、
ひ
い
て
は
社
会
保
障
の
負
担
軽

減
に
つ
な
が
る
と
い
う
も
の
で
す
。
学
会
等

の
取
組
み
に
対
し
て
財
政
面
を
含
め
て
支
援

を
行
う
べ
き
と
い
う
意
見
も
出
ま
し
た
。

　
後
発
医
薬
品
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の

原
稿
を
書
い
て
い
る
最
中
に
も
、
経
済
財
政

諮
問
会
議
に
お
い
て
も
「
後
発
医
薬
品
の
利

用
に
消
極
的
な
病
院
は
診
療
報
酬
を
減
ら
す

な
ど
不
利
に
な
る
措
置
を
設
け
る
」
よ
う
提

起
さ
れ
る
と
の
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

　
第
四
条
の
第
四
項
は
、
効
率
的
か
つ
質
の

高
い
医
療
提
供
体
制
と
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
構
築
を
通
じ
、
地
域
で
必
要
な
医
療

を
確
保
す
る
た
め
の
検
討
と
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

■ 

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

　
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、

（
一
）
病
床
機
能
報
告
制
度
の
創
設

（
二
）
病
床
機
能
報
告
制
度
に
基
づ
く
医
療

提
供
体
制
の
構
想
策
定
と
構
想
実
現
の
た
め

の
方
策

（
三
）
病
床
機
能
分
化
連
携
と
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
並
び
に
医
療
従
事
者
確
保
と
医
療

施
設
設
備
等
の
整
備
推
進
の
た
め
の
新
た
な

財
政
支
援
制
度
の
創
設

（
四
）
医
療
法
人
間
の
合
併
及
び
権
利
の
移

転
に
関
す
る
制
度
等
の
見
直
し

（
五
）
地
域
に
お
け
る
医
療
従
事
者
の
確
保

及
び
勤
務
環
境
の
改
善

（
六
）
医
療
従
事
者
の
業
務
の
範
囲
及
び
業

務
の
実
施
体
制
の
見
直
し

（
七
）
診
療
報
酬
に
係
る
適
切
な
対
応
の
在

り
方

（
八
）
そ
の
他
の
必
要
な
事
項

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　（
一
）
は
、
病
院
の
設
備
・
構
造
・
人
員

配
置
等
、
入
院
患
者
の
状
況
や
病
院
の
機
能

性
に
つ
い
て
、
各
病
院
か
ら
都
道
府
県
に
報

告
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
も
の
で
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
「
厚
生
労
働
省
医
政
局
の
病

床
機
能
情
報
の
報
告
・
提
供
の
具
体
的
な
あ

り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
い
て
議
論
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
情
報
に
つ
い
て
も
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
し
、
地
域
ご
と
の
医
療
機
能
の

現
状
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
将
来
推
計
人

口
等
と
合
わ
せ
て
将
来
的
な
医
療
ニ
ー
ズ
を

推
計
し
、
そ
の
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
バ
ラ
ン

ス
の
取
れ
た
医
療
機
能
ご
と
の
医
療
の
必
要

量
を
示
す
「
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
医
療

計
画
の
策
定
が
（
二
）
で
す
。
こ
の
手
法
が

キ
ー
ワ
ー
ド
⑤「
デ
ー
タ
に
よ
る
制
御
機
構

（
利
活
用
）」
で
、
実
施
さ
れ
る
内
容
が
キ
ー

ワ
ー
ド
①「
機
能
分
化
」
と
整
理
で
き
ま
す
。

「
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
」
は
次
期
医
療
計
画

の
策
定
時
期
で
あ
る
二
〇
一
八
年
度
を
待
た

ず
に
、
す
な
わ
ち
二
〇
一
七
年
度
に
は
策
定

さ
れ
直
ち
に
実
行
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　（
二
）
に
は
、
構
想
策
定
の
ほ
か
そ
の
構

想
実
現
の
た
め
の
方
策
ま
で
措
置
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
地
域
に
お
け
る
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
た
め
に
は
、
当
事

者
間
の
競
争
よ
り
も
協
調
が
必
要
で
す
。

個
々
の
医
療
機
関
が
競
争
す
る
の
で
は
な

く
、
地
域
の
医
療
ニ
ー
ズ
等
に
沿
う
形
で
、

病
床
や
診
療
科
の
設
定
、
医
療
機
器
の
設
置
、

人
事
、
医
療
事
務
、
仕
入
れ
等
を
統
合
し
て

行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
療
資
源
の
適
正
な
配

置
・
効
率
的
な
活
用
を
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
た
め
に
は
一
つ
の
経
営
体
で

あ
る
ほ
う
が
意
思
決
定
が
容
易
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
か
ら
、
医
療
法
人
等
が
容
易
に
再

編
・
統
合
で
き
る
よ
う
制
度
の
見
直
し
を
行

う
こ
と
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　（
四
）
の
「
医
療
法
人
間
の
合
併
及
び
権

利
の
移
転
に
関
す
る
制
度
等
の
見
直
し
」
は

こ
の
意
味
で
、
後
に
述
べ
る
グ
ル
ー
プ
化
も

経
営
統
合
の
手
法
の
一
つ
で
す
。
広
い
意
味

で
キ
ー
ワ
ー
ド
⑦「
新
型
医
療
法
人
」
と
言

え
ま
す
。
ま
た
、
国
民
会
議
の
報
告
書
で
は

「
地
域
ご
と
の
様
々
な
実
情
に
応
じ
た
医
療
・

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
再
構
築
す
る

と
い
う
改
革
の
趣
旨
に
即
す
る
た
め
に
は
、

全
国
一
律
に
設
定
さ
れ
る
診
療
報
酬
・
介
護

報
酬
と
は
別
の
財
政
支
援
の
手
法
が
不
可

欠
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　（
三
）
の
財
政
支
援
は
、
単
に
施
設
設
備

の
整
備
や
事
業
充
実
の
み
な
ら
ず
医
療
従
事

者
の
確
保
等
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
⑥「
新
た
な

財
政
支
援
の
手
法
」
は
、
そ
の
よ
う
な
地
域

の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
提
供
体
制
の
整
備
充
実

の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
財
源
の
こ
と
で
す
。

提
供
体
制
の
見
直
し
等
に
は
、
計
画
か
ら
実

行
ま
で
一
定
の
期
間
が
必
要
な
も
の
も
含
ま

れ
ま
す
の
で
、
基
金
方
式
等
が
検
討
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
医
療
・
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
は
、

人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
新
し
い
ま
ち
づ
く

り
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
③
の
「
新
た
な
住
ま
い
」
の
整

備
、
特
に
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
化
を
図
る
計

画
な
ど
住
ま
い
や
移
動
等
の
ハ
ー
ド
面
の
整

備
も
医
療
・
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の

一
環
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
⑥「
新
た

な
財
政
支
援
の
手
法
」
と
し
て
は
「
ヘ
ル
ス

ケ
ア
リ
ー
ト
」
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
設
計
は
慎
重
に
行
う
べ
き
と
報
告
書
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く

り
の
構
想
は
、
医
療
法
人
の
み
な
ら
ず
異
な

る
種
類
の
法
人
が
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
る

こ
と
も
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
単

な
る
合
併
等
で
は
な
く
、
個
々
の
法
人
の
上

位
に
位
置
す
る
と
も
い
え
る
、
い
わ
ゆ
る

「
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
」
的
な
組

織
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
化
も
検
討
さ
れ
て
い
ま

す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
⑦「
新
型
医
療
法
人
」
は

こ
の
よ
う
な
組
織
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
意
思
決
定
の
在
り
方
や
非
営
利
性
の

確
保
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
と
思

わ
れ
ま
す
。
国
民
会
議
の
報
告
書
で
は
、
社

会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
も
、
経
営
の
合
理
化
、

近
代
化
、
大
規
模
化
や
複
数
法
人
の
連
携
の

推
進
、
さ
ら
に
は
非
課
税
扱
い
に
ふ
さ
わ
し

い
国
家
や
地
域
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
現
行
法
で
対
応
が
可
能
と

考
え
ら
れ
た
の
か
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
に
は

「
社
会
福
祉
法
人
の
見
直
し
」
と
い
う
文
言

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
厚
生
労
働
省
内

で
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
は
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
医
療
、
介
護
の
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機
能
分
化
と
連
携
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す

が
、
こ
の
こ
と
は
担
い
手
で
あ
る
医
療
従
事

者
等
に
つ
い
て
も
求
め
ら
れ
ま
す
。

　（
五
）
の
「
医
療
従
事
者
の
確
保
及
び
勤

務
環
境
の
改
善
」
や
（
六
）
の
「
医
療
従
事

者
の
業
務
の
範
囲
及
び
業
務
の
実
施
体
制
の

見
直
し
」、
さ
ら
に
は
第
五
条
第
二
項
第
一

号
（
ア
）
の
「
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
の

提
供
に
必
要
な
当
該
提
供
に
携
わ
る
者
そ
の

他
の
関
係
者
の
連
携
の
強
化
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
の
が
そ
れ
で
す
。

　
第
四
条
第
七
項
は
国
民
健
康
保
険
の
保
険

者
の
見
直
し
や
後
期
高
齢
者
医
療
の
負
担
の

見
直
し
な
ど
、
医
療
保
険
制
度
の
見
直
し
に

関
す
る
規
定
な
の
で
説
明
は
省
略
し
ま
す

が
、
同
項
三
号
（
ロ
）
の
「
医
療
提
供
施
設

相
互
間
の
機
能
の
分
担
を
推
進
す
る
観
点
か

ら
の
外
来
に
関
す
る
給
付
の
見
直
し
及
び
在

宅
療
養
と
の
公
平
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
の

入
院
に
関
す
る
給
付
の
見
直
し
」
は
、「
か

か
り
つ
け
医
（
診
療
所
の
医
師
）」
に
キ
ー

ワ
ー
ド
④「
緩
や
か
な
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
機

能
」
を
持
た
せ
る
方
向
を
示
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

　（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
の
措
置
は
平
成

二
十
九
年
度
ま
で
を
目
途
に
行
わ
れ
、
そ
の

た
め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
六
年
に

開
催
さ
れ
る
国
会
の
上
階
に
提
出
す
る
こ
と

を
目
指
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
五
条
が
介
護
保
険
関
係
で
す
が
、
保
険

給
付
と
利
用
者
負
担
の
見
直
し
が
多
く
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
介
護
提
供
体
制
と
し
て
は
、

上
記
の
「
関
係
者
の
連
携
の
強
化
」
と
「
介

護
予
防
」、「
認
知
症
対
策
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
最
後
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
②「
地
域
包
括
ケ

ア
」
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。「
地
域
包
括

ケ
ア
」
は
や
や
も
す
る
と
介
護
の
体
系
で
あ

る
と
受
け
と
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し

今
回
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
「
地
域

の
実
情
に
応
じ
て
、高
齢
者
が
、可
能
な
限
り
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応

じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
医
療
、
介
護
、
介
護
予
防
、
住
ま

い
及
び
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括

的
に
確
保
さ
れ
る
体
制
」
で
あ
る
と
法
案
に

定
義
し
、
こ
の
構
築
に
よ
り
地
域
で
必
要
な

医
療
と
介
護
を
確
保
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

■ 
ま
と
め

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
そ
れ
自
体
は
法
律
の
方

向
性
と
そ
の
成
立
時
期
と
を
定
め
た
も
の
で

あ
り
、
個
々
の
改
正
点
は
そ
の
時
期
に
向
け

て
現
在
各
所
で
精
力
的
に
議
論
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
議
論
の
結
果
を
待
つ
の

で
は
な
く
、
地
域
の
高
齢
者
の
日
常
生
活
を

支
援
す
る
体
制
全
体
が
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の

た
め
に
何
が
必
要
か
を
地
域
全
体
で
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
答
え
は
決
し
て
一
つ
で

は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
万
通
り
の
正

解
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
の

地
域
に
最
も
適
し
た
高
齢
者
生
活
支
援
の
体

制
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
わ
が
国
の
人
口
の
一
割
が
暮
ら
し
、
政
治

経
済
の
中
枢
で
も
あ
る
東
京
都
に
お
け
る
高

齢
者
対
策
の
適
否
は
、
わ
が
国
の
将
来
を
左

右
す
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

二
〇
二
五
年
か
ら
二
〇
四
〇
年
の
東
京
都
や

各
区
市
町
村
さ
ら
に
は
町
内
会
ま
で
を
見
据

え
て
、
地
域
に
必
要
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ

ス
提
供
体
制
の
検
討
と
構
築
を
進
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
医
療
・
介
護
に
携
わ
る

皆
様
方
に
は
そ
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

い
。
連
携
が
問
題
で
、
連
携
が
あ
れ
ば
あ
た

か
も
解
決
す
る
よ
う
な
幻
影
が
あ
る
。
本
質

的
に
は
、
医
療
の
問
題
な
の
か
、
介
護
の
問

題
な
の
か
、
あ
る
い
は
制
度
の
問
題
な
の
か
、

様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
根
本
的
に
、
高
齢

者
の
ケ
ア
と
し
て
医
療
、
介
護
を
分
離
す
る

こ
と
に
問
題
が
内
在
し
て
い
る
。

　
二
十
数
年
前
の
在
宅
医
療
は
、
病
院
医
療

の
延
長
線
上
か
ら
の
出
発
が
大
多
数
を
占
め

て
い
た
。
日
本
の
医
学
教
育
の
主
体
が
大
学

の
専
門
教
育
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
在
宅
医
療

を
行
う
医
師
が
最
初
か
ら
総
合
診
療
医
と
し

て
成
立
す
る
の
は
難
し
く
、
病
院
主
体
と
な

れ
ば
本
来
の
姿
を
見
る
こ
と
が
む
つ
か
し

い
。
い
ま
大
学
教
育
の
中
で
在
宅
医
療
の
教

育
を
地
域
を
中
心
に
お
い
て
研
修
す
る
必
要

が
あ
る
。
今
ま
で
も
病
院
医
療
の
中
で
も
高

齢
者
を
対
象
と
し
て
き
た
が
、
臓
器
別
医
療

の
枠
を
出
る
こ
と
は
な
く
、
高
齢
者
本
来
の

在
り
方
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思

え
る
事
が
多
い
。
医
療
モ
デ
ル
か
ら
生
活
モ

デ
ル
と
し
て
の
転
換
に
よ
り
解
決
す
る
方
法

で
あ
っ
た
が
、
日
本
国
内
を
取
り
巻
く
様
々

な
事
情
に
よ
り
放
置
さ
れ
、
ま
た
困
難
で

あ
っ
た
。

　
社
会
的
入
院
か
ら
地
域
包
括
ケ
ア
の
誕
生

は
長
い
年
月
が
必
要
と
な
っ
た
。
社
会
的
入

院
の
入
院
患
者
の
状
態
像
と
現
在
の
施
設
、

療
養
病
床
の
入
院
、
入
所
者
の
状
態
像
に
変

化
が
あ
る
の
か
と
い
え
ば
変
化
が
な
い
。
社

会
的
入
院
は
福
祉
政
策
が
も
た
ら
し
た
と
も

い
え
る
が
、
医
学
の
教
育
体
制
の
欠
陥
が
も

た
ら
し
た
と
も
い
え
る
。
環
境
要
因
は
高
度

成
長
期
に
お
け
る
家
族
環
境
、
社
会
環
境
の

中
で
見
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
措
置

制
度
の
中
の
施
設
へ
の
入
所
は
家
族
に
と
っ

て
精
神
的
負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
病

（
本
文
は
、
個
人
的
な
整
理
と
見
解
で
あ
る

こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案新田  國夫 氏

　
在
宅
医
療
を
基
礎
と
し
て
高
齢
社
会
の
地

域
医
療
が
求
め
ら
れ
、
今
現
在
地
域
包
括
ケ

ア
体
制
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
。
在
宅
医
療
か
ら
見
え
る
も
の
は
大

で
あ
る
。
高
齢
者
医
療
の
本
来
の
在
り
方
が

「
生
活
を
主
体
と
し
た
医
療
で
あ
る
こ
と
」

「
生
活
を
支
え
る
医
療
で
あ
る
こ
と
」
こ
の

基
本
は
在
宅
医
療
か
ら
の
発
想
で
あ
る
。

　
病
院
死
と
在
宅
死
と
の
割
合
は
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
半
世
紀
で
逆
転
し
た
。
こ
の
間

に
病
院
で
の
介
護
、
看
取
り
を
加
速
さ
せ
た

医
療
政
策
、
医
療
行
政
の
代
表
は
、
一
九
六

一
年
の
国
民
皆
保
険
の
ス
タ
ー
ト
、
病
院
の

建
設
ラ
ッ
シ
ュ
、
そ
し
て
一
九
七
三
年
の
老

人
医
療
費
の
無
料
化
と
老
人
病
院
の
急
増
で

し
た
。
社
会
的
変
革
、
家
族
構
造
の
変
化
の

中
で
、
そ
の
後
、
特
別
な
政
策
誘
導
が
な
く

て
も
病
院
死
は
増
え
続
け
、
今
で
は
世
界
で

も
一
、
二
を
争
う
病
院
死
の
多
さ
で
あ
り
、

二
〇
〇
〇
年
に
は
社
会
的
入
院
の
解
消
、
医

療
費
の
減
少
を
も
兼
ね
て
の
介
護
保
険
が
で

き
た
が
変
化
を
見
せ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由

は
救
命
、
延
命
に
全
力
を
傾
け
重
装
備
の
病

院
機
能
の
安
全
、
安
心
思
想
、
又
介
護
ま
で

肩
代
わ
り
を
し
て
く
れ
る
病
院
と
し
て
の
施

設
機
能
の
存
在
が
あ
る
。

　
在
宅
療
養
は
家
族
が
身
体
的
、
精
神
的
負

担
を
背
負
う
が
、
安
価
に
入
院
が
で
き
、
介

護
ま
で
負
担
可
能
な
病
院
は
国
民
に
と
っ
て

有
難
い
存
在
で
あ
る
。
現
在
は
さ
ら
に
療
養

型
病
床
群
、
老
健
施
設
、
特
養
老
人
ホ
ー
ム

ま
で
の
看
取
り
が
推
奨
さ
れ
る
。
高
齢
に
な

り
、障
害
を
持
ち
、終
末
期
に
は
家
族
に
と
っ

て
頼
り
に
な
る
。
在
宅
療
療
は
決
し
て
安
上

が
り
で
は
な
い
。
老
い
て
障
害
を
持
つ
と
、

ま
す
ま
す
家
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
。

家
族
負
担
の
み
で
は
な
く
在
宅
療
養
に
か
か

る
費
用
は
医
療
費
、
介
護
保
険
費
用
な
ど
多

く
の
人
材
が
投
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国

は
一
九
九
〇
年
か
ら
保
険
制
度
も
含
め
て
来

た
る
べ
き
高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め
に
在
宅

重
視
に
踏
み
切
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
国
民

の
意
識
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
一
般
病
床
、
療
養
型
病
床
群
、
老

健
施
設
、
特
養
老
人
ホ
ー
ム
に
て
様
々
な
病

態
の
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
う
る
人
材
が

投
入
さ
れ
て
い
る
か
と
な
る
と
疑
問
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
そ
の
療
養
の
環
境
条
件
が
あ

る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
今
、
医
療
と
介

護
の
連
携
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

在
宅
医
療
の
課
題
と
今
後
の
対
応

   ―

早
期
に
在
宅
医
療
学
の
確
立
を―

新
田
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
院
長
　
新
田
　
國
夫
氏

の
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
下
さ
い
。）
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院
へ
の
入
院
は
家
族
に
安
心
感
を
与
え
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
か
か
り
つ
け
医
の
総
合
医
療
と
し
て
の
機

能
と
は
、
こ
こ
で
な
ん
で
あ
る
か
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
自
身
が
外
科
系

の
出
身
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
疾
患
範
囲

は
広
い
。
近
年
は
特
に
精
神
疾
患
が
多
く

な
っ
て
い
る
。
訪
問
診
療
で
気
づ
く
の
は
、

訪
問
先
の
家
族
の
状
況
で
あ
る
。
家
族
に
は

通
院
不
能
、
あ
る
い
は
通
院
し
な
い
精
神
患

者
が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
結
果

と
し
て
と
も
に
診
療
す
る
こ
と
に
な
る
。
と

き
に
精
神
科
医
に
状
況
を
話
し
な
が
ら
確
認

し
継
続
医
療
を
行
う
こ
と
も
多
い
。
総
合
医

を
可
能
に
す
る
地
域
医
療
体
制
の
実
現
に

は
、
在
宅
医
療
を
相
互
に
教
育
の
場
と
す
る

事
が
日
本
的
方
法
と
考
え
る
。

　
在
宅
医
療
は
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か

ら
二
十
二
年
六
月
三
十
日
の
患
者
合
計
は
百

十
一
名
、
死
亡
者
数
は
三
十
四
名
、
医
療
機

関
の
死
亡
者
数
は
十
名
、
在
宅
死
亡
は
二
十

四
名
で
あ
っ
た
。

　
訪
問
診
療
の
回
数
は
六
百
四
十
五
回
、
訪

問
診
療
が
五
百
八
回
、
往
診
は
六
回
、
当
院

か
ら
の
訪
問
看
護
は
百
十
回
、
緊
急
訪
問
看

護
は
二
十
一
回
で
あ
っ
た
。

　
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
二
十
二
年
度
の
新

規
の
訪
問
診
療
の
始
ま
り
は
五
十
五
名
い
た

が
当
院
へ
の
通
院
が
困
難
に
な
り
在
宅
医
療

に
切
り
替
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
が
十
九

名
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
患
者
は
病

院
か
ら
の
紹
介
等
で
あ
っ
た
。

　
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
六
月
三
十
日
の
患
者
合
計
数
は
九
十
五

名
、
医
療
機
関
の
死
亡
数
は
十
一
名
、
在
宅

死
亡
は
二
十
八
名
　
訪
問
診
療
の
合
計
回
数

は
五
百
回
、
往
診
は
十
回
、
訪
問
診
療
は
四

百
十
七
回
、
当
院
か
ら
の
訪
問
看
護
は
五
十

六
回
、
緊
急
訪
問
看
護
は
十
七
回
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
数
字
か
ら
見
え
る
こ
と
は
、
看
護
師

の
役
割
が
大
き
い
こ
と
、
在
宅
訪
問
診
療
は

日
常
の
医
療
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
今
後
の
地
域
医
療
の
在
り
方
を
考
え
る

と
、
改
め
て
在
宅
医
療
は
外
来
医
療
の
延
長

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
、
外
来

へ
の
通
院
が
困
難
、
か
と
い
っ
て
救
急
車
は

呼
ば
な
い
中
で
の
対
応
と
し
て
訪
問
医
療
を

頼
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。

　
九
十
歳
代
、
発
熱
に
て
動
け
な
く
な
り
訪

問
し
て
み
る
と
や
や
血
圧
が
下
が
り
、
敗
血

症
性
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
在
宅
に
て
、
早

期
治
療
に
て
一
週
間
で
改
善
し
た
例
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

高
齢
者
医
療
に
お
い
て
は
在
宅
医
療
で
は
プ

ラ
イ
マ
リ
、
セ
カ
ン
ダ
リ
の
医
療
の
す
み
わ

け
が
な
い
こ
と
も
多
い
。
小
回
り
が
利
く
在

宅
医
療
は
急
性
期
疾
患
か
ら
治
療
ま
で
を
可

能
に
さ
せ
る
。
現
在
わ
た
く
し
の
と
こ
ろ
で

行
わ
れ
て
い
る
医
療
内
容
は
二
次
救
急
も
行

う
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
限
界
と
、
治
療
そ
れ
自
体
の
意
味
を
問
い

な
が
ら
行
う
こ
と
に
な
る
。

　
現
在
の
在
宅
医
療
の
課
題
の
一
つ
と
し

て
、
本
人
、
家
族
も
家
で
最
後
を
迎
え
た
い

と
思
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
救
急
車
対
応
に

な
る
事
も
あ
る
。
こ
の
差
は
高
齢
者
の
終
末

期
の
考
え
方
で
あ
り
、
家
族
の
中
で
は
な
く

地
域
の
多
職
種
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
人

の
意
思
が
最
後
に
表
現
で
き
な
い
事
は
地
域

の
医
療
、
福
祉
が
そ
こ
ま
で
育
っ
て
い
な
い

事
で
あ
り
、
病
院
の
医
師
も
機
能
的
に
対
応

せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
今
後
さ
ら
に
啓
発
が
必
要
と
な
る
。
課
題

の
二
つ
目
は
在
宅
医
療
が
個
々
の
実
践
か
ら

成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
在
宅
医
学
と
し
て

の
確
立
が
な
い
中
で
個
別
性
に
転
化
し
問
題

が
生
じ
る
事
も
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
早
目
に
在
宅
医
療
学
を
造
ら
ね
ば

と
思
っ
て
い
る
。
階
層
化
さ
れ
た
医
療
の
欠

点
は
高
齢
者
医
療
に
不
釣
合
い
が
多
い
こ
と

も
多
々
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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